
社会環境の変化
・人口減少、人口構造の変化
・経済の縮小
・生成AI(人工知能)の高度化と普及
・SDGsへの意識の高まり
・外国人材の受入れ拡大
・災害の激甚化・頻発化 等

これまでの課題
・図書館サービスの認知度不足
・利用者や関係機関のニーズ把握
・デジタル化等技術の進展への対応
・非来館者、来館が困難な方の利用拡大 等

資料３第3期オーテピア高知図書館サービス計画策定に向けて

基本構想 新図書館・新点字図書館・科学館（仮称）基本構想（H23.4）
基本計画 新図書館等複合施設整備基本計画（H23.7）

１ 情報提供機関として地
域を支える図書館

２ 県民・市民の資料要求
に応え、課題解決の支援が

できる図書館

３ セーフティネットの役割
を果たす図書館

４ 図書館利用に障害のあ
る利用者に配慮した図書館

◆ 両図書館の独自機能の
向上

５ 進化型図書館基本方針

人口減少
・出生数の減少
・若年人口の流出
・高齢化
・産業の担い手不足
・地域経済の縮小
・空家の増加
・地方交通の衰退

要支援者の増大
（社会的孤立、生活困窮）

南海トラフ地震対策 等

地域の課題

最重要課題

基本理念 これからの高知を生きる人たちに力と喜びをもたらす図書館

（2024/9/24）

オーテピア高知図書館サービス計画（第２期）
期間：令和４年度～令和８年度

オーテピア高知図書館サービス計画（第３期）
期間：令和９年度～令和13年度

国

・Society5.0の実現
・育成就労制度の創設
・「総合知」の戦略的推進
・地方における仕事づくりと人材の育成・確保
・孤独・孤立対策の推進 等

高
知
県

・「人口減少対策」の抜本強化
・「デジタル化」「グリーン化」「グローバル化」の視点による県政の進化
・経済の活性化～第５期産業振興計画の推進～
・日本一の健康長寿県づくり
・教育の充実・文化芸術とスポーツの振興
・南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化
・インフラの充実と有効活用

※出典「高知県の重点政策」

高
知
市

・共生…自然と人とまちのそれぞれが調和し、共生する地域社会を創造
・安心…住み慣れた地域で健康で安心して暮らすことができる地域社会の構築
・育み…子育てへの支援や教育を充実し、文化を振興
・地産…地域の豊かな資源を最大限に活用し、活力ある産業活動の実現
・まち…自然と人とまちが調和する社会で快適な都市空間の創出
・自立…多様な交流、移住・定住の促進

※出典「2011高知市総合計画後期基本計画 第２次実施計画2024～2026年度」

・著作権法の一部を改正する法律(R5.5改正)
・第４期教育振興基本計画(R5.6策定)
・第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(R5.3策定)
・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(R元.6施行) 等

・第４期高知県教育振興基本計画（R6～R9年度）
・高知県図書館振興計画（H30～R9年度）
・高知県読書バリアフリー計画（策定検討中）
・第四次高知県子ども読書活動推進計画（R4～R8年度）

・第2期高知市教育振興基本計画（R３～R10年度）
・第三次高知市子ども読書活動推進計画(R２～R６年度)
・第2期オーテピア高知声と点字の図書館サービス計画（R4～R8年度）

図書館に関係する施策

基本方針及びサービス・取組の継承とさらなる充実

施策にかかわる動き

サービス・取組

１ オーテピア高知図書館の基礎的サービス（横断的な取組）
ー各サービス・取組に共通した図書館サービスの基本ー

２ 地域を支える情報拠点機能・課題解決支援機能の充実
ー課題解決支援や地域資料に関わるサービス・取組ー

３ 利用者に応じた対象別の図書館サービスの充実
ー上の１・２のサービス・取組を利用者に合わせて提供するものー

４ 連携・支援及び図書館の活用
ー県市両図書館の独自機能や他機関等との連携・協力に関わる取組ー

（１）資料・情報の提供（貸出し・閲覧・予約・レファレンス）

（２）情報リテラシーの向上支援

（１）ビジネス支援サービス

（２）健康・安心・防災情報サービス

（３）行政支援サービス

（４）高知県関係資料の収集・保存・提供

（１）児童サービス

（２）ティーンズ・サービス

（３）多文化サービス

（４）図書館利用に障害がある人へのサービス

（１）市町村立図書館等への支援（県立図書館機能）

（２）高知市全域サービスの拠点（市民図書館機能）

（３）県立学校図書館等との連携・協力（県立図書館機能）

（４）大学等への教育・研究機関等との連携・協力

（５）中心市街地活性化への寄与・周辺施設との連携

○サービス提供体制の強化・充実
・資料・情報の充実と司書の専門性の向上
・サービスの普及・啓発（連携・広報）
・ボランティア等との連携・協働
・業務継続計画（BCP）の策定

３期へ向けて
・図書館サービスを知らない方にどう届けるか
・来館が困難な方にどのようにサービス提供するか
・いかに関係機関のニーズにあった提案ができるか
・デジタル化等変化に合った資料・サービスの提供
・多様な情報資源を生かすための情報リテラシーの
向上支援



アンケート調査概要

令和7年度 令和８年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

前年度
実績
まとめ

サービス計画
推進委員会

・２期中間総括
・当年度事業
・３期策定方針

図書館協議会

市民意識調査

県民世論調査

８月末
実績
まとめ

サービス計画
推進委員会

・計画取組状況
・アンケート結果速報
・３期骨子案

サービス計画
意見交換会

前年度
実績
まとめ

サービス計画
推進委員会

・意見交換会の
代表者出席
・アンケート結果

図書館協議会

サービス計画
推進委員会

・計画取組状況
・3期素案

図書館協議会

８月末
実績
まとめ

サービス計画
推進委員会

・計画取組状況
・3期計画

図書館協議会

パブリック
コメント

第3期オーテピア高知図書館サービス計画策定までのスケジュール

アンケート調査実施方法、調査項目の検討 報告書完成

１ 利用者満足度調査 ２ 関係機関・団体アンケート ３ バリアフリーサービス
アンケート

４ 行政職員アンケート ５ 市町村支援アンケート

用途 ○サービスごとの満足度に応じて、改善方
策を検討する。
○課題解決型サービスの定着の度合いや、
図書館利用が課題解決に役立った事柄等
を把握する。
○図書館の魅力や強みを把握し、サービス
の磨き上げや重点的な広報につなげる。

○課題解決支援サービス等の図書
館サービスの普及・啓発を図る。
○図書館未利用の機関・団体や学
校への有効な働きかけを検討する。
○図書館へのニーズを把握し、サー
ビスの磨き上げや新たなサービス
展開の参考とする。

○調査実施をとおして、バリアフ
リーサービスの普及・啓発を図る。
○図書館未利用の障害者等への
有効な働きかけを検討する。
○図書館へのニーズと利用上の
課題を把握し、バリアフリー環境
の整備に生かす。

○課題解決型支援・行政支援サービス等
の図書館サービスの普及・啓発を図る。
○図書館未利用の行政職員への有効な
働きかけを検討する。
○仕事に役立つ図書館となるよう、サー
ビスの磨き上げや新たなサービス展開の
参考とする。

〇支援に関する取組の認知度・満足度
を把握し、改善点を検討する。
〇各市町村の状況に合わせた支援の
あり方を検討する。
〇各市町村が目指す図書館サービス
の方向性を確認し、働きかけの参考と
する。

対象 図書館の来館者 課題解決関連分野の関係機関・団
体（ビジネス、農業、産業支援、医
療・健康、防災、中心市街地活性化、
周辺施設連携）、学校

障害のある当事者 高知県・高知市の行政職員 市町村立図書館
図書館未設置町村の図書室・教育委員
会

目標
ｻﾝﾌﾟ
ﾙ数

調査票配布数 1,500
回収見込 900

※回収率60%

依頼団体数 200
回収見込 140
※回収率70%

調査票配布数 1,000
回収見込 500

※回収率50%

対象職員
[県]約3,300 [市]約1,800
回収見込
[県]約2,100 [市]約1,260
※回収率[県]70.0% [市]70.0%

依頼館室数（本館・分館）
［館］32 ［室］12
回収見込 36

※回収率82%

手法 来館者へのアンケート 郵送 障害者関係団体（約100団体）
へ協力依頼

県市行政システム メール・FAX

実施
時期

令和７年9月 令和７年9月 令和７年9月 令和７年9月 令和７年9月

○外国人アンケート

○図書館等複合施設
「オーテピア」によ
る中心市街地活性
化への寄与の効果
測定に係る調査・
研究

○高知県世論調査

○高知市民意識調査

サービス計画推進委員会 サービス計画に記載の「図書館の専門家等による第三者機関」。 図書館協議会以外に定期的にサービス・取組の実施状況の点検・評価を行う機関。図書館が作成したサービス計画の
進捗管理（点検評価）資料について説明し、専門家による意見、アドバイスをいただく。※「評価」とは、評価点をつけることではなく、取組に対する成果や課題を洗い出すこと。

サービス計画意見交換会 第２期計画に基づく取組の成果と課題を踏まえ、課題解決関係機関・団体等から第３期計画策定の方向性等についての参考意見を伺う意見交換会。前回の意見交換会は、「商工・農林
水産業」、「健康・福祉」、「防災」、「中心市街地活性化への寄与・周辺施設との連携」の４つの分野について意見交換会を開催した。

図書館協議会 図書館法に基づき館長の諮問に応じ意見を述べる機関として設置される協議会。第２期サービス計画４ページに記載のとおり、定期的にサービス・取組の実施状況の点検・評価を行う。

３
期
計
画
策
定

検討中


